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★☆★自転車は車両です☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
 

改めて自転車ルールの順守を！ 
                        自分の安全と他者の安全を守る 
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆☆★ 

 

◆先日の歩道での本校生徒と小学生の衝突事故以来、自転車の安全運転について担任の先生よりみ

なさんにお伝えしています。多くの生徒は自転車レーン〉〉〉〉〉〉を走行してくれています。しかし、

まだ「吹田東の生徒が歩道を自転車で通行している」というお叱

りの電話もいただいています。生徒のみなさんには、小学生・子

ども、ご高齢の方が通る歩道での自転車の通行がいかに危険なこ

とか十分理解してもらいたいと思います。歩道を自転車で通行し

ないよう、十分注意してください。一方、一般の大人の中には学

校周辺の歩道を自転車で走行している方がいます。特に西門では、

左右を注意しないと歩道を走る一般の大人の自転車とぶつかりそ

うになることもあります。学校としても吹田警察や吹田市にも連

携して、学校周辺の交通安全について取り組む方針です。 

 吹田警察 朝の交通安全指導：１０月近日 学校周辺  
取組みの一環ともなりますが、自転車の交通安全指導として学校周辺で吹田警察が朝の交通安全

指導を実施します。本校教員も参加して指導にあたります。 

◆先日、吹田市の担当の方が学校にお見えになり、自転車走行レーン〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉の延伸につい

て予算措置された旨、お話がありました。令和８年度以降、本校周辺のレーンが整備されることと

なります。全国的な自転車事故の急増、また、来年からの罰則強化の流れの中で、整備の重要性が

高まっています。一方で、交通ルールを守るのは自転車を利用する本人の責任です。事故を起こし
たときは当然責任を負うことになります。その自覚を改めてもってください。 

自転車レーンの走行 二人乗りの禁止 ながら（スマホ・イヤホン）運転禁止 並走禁止  
傘さし運転の禁止 保険加入必須 信号の順守 無灯火の禁止 その他交通法規順守 

  昨今の服装・身だしなみについて  
 最近、服装の乱れが目立ちます。これからブレザーなどを着る季節になりますが、改めて制服の

着こなしを意識してください。毎年、制服セミナーを実施して伝えていますが、制服には制服にふ
さわしい着こなし、周囲からきれいにあるいはスマートに見える着方（黄金比）があります。制服

は私服ではありません。吹田東の生徒であることを社会に示し、自ら学校生活をきちんと過ごして

いく気持ちを高めるものでもあります。ブレザーやスカート、ズボンの変形などしないこと。特に
スカートは、短くしたり折ったりしないこと。膝が隠れる程度が基本です。生徒指導部では改めて

指導強化週間の実施を予定しています。 

 

 


